
第8回とりで観光フォトコンテスト入賞作品「みなみかぜ」
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県 国や関係機関などとも連携しながら自転車活用に係る先導的な取組を全県
的に推進する

市町村 地域の関係者の巻き込みを図りながら県の取組を補完しつつ、自転車活用
の推進に資する独自の展開をする。

民間・団体等 行政などと連携しながら、民間活力などを活かして、自転車活用の推進を図
る。
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計画内容の検討

計画の目的・区域・期間の設定

計画の位置付けの整理 現状及び課題の整理

計画の策定

実施すべき施策
実施スケジュールの検討

計画の推進体制
計画のフォローアップ及び見直し方法の検討

パブリックコメントの実施

推進会議
の開催

計画の策定
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区分 組織名

学識経験者 筑波大学、自転車専門家

地域 取手市バイコロジー運動推進協議会、取手小中学校ＰＴＡ連絡協議会
取手市商工会

交通安全 取手警察署

スポーツ 取手市スポーツ協会サイクル部、日本競輪選手会茨城支部
茨城県自転車競技連盟

交通事業者 東日本旅客鉄道（株）、関東鉄道（株）

市議会 取手市議会

国 国土交通省関東地方整備局　利根川上流河川事務所　守谷出張所
国土交通省関東地方整備局　利根川下流河川事務所　取手出張所
国土交通省関東地方整備局　下館河川事務所　藤代出張所

県 茨城県スポーツ推進課、茨城県竜ケ崎工事事務所、茨城県自転車競技事務所

市 取手市
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区分 組織名

政策 政策推進課

都市計画 都市計画課

道路管理 管理課

道路建設 道路建設課

安全対策 安全安心対策課

公園管理 水とみどりの課

学校教育 学務課

スポーツ スポーツ振興課

健康づくり 健康づくり推進課

市民協働 市民協働課

環境 環境対策課

観光・商業 産業振興課
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内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回推進会議

第1回庁内推進会議

アンケート調査

第2回推進会議

第2回庁内推進会議

現地視察
モデルコース試乗

第3回推進会議

第3回庁内推進会議

パブリックコメント

第4回推進会議

第4回庁内推進会議
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１８

取手駅西口前にある将来的に幅広い用途での使用も意識した自走式の駐輪スペースと、機能性に優れた機械
式を組み合わせたハイブリッド駐輪場。駐輪台数８７３台（機械式４５６台、自走式４１７台（うち原付８０台）



１９

取手駅から徒歩５分にある利根川の河川敷を利用した約４５haの面積を誇る取手を代表する運動公園。公園内
には、サイクリングロードがあり、市営レンタサイクル施設では県内でも珍しいタンデム自転車（２人乗り）や電動
アシスト付自転車、子供用キックバイクを無料で利用できる。



２０

利根川を渡る観光船（とりで号）として親しまれており、対岸は取手小堀地区と千葉県我孫子市につながってい
る。乗船定員は１２名で自転車、原動機付き自転車（50ｃｃ以下）は1人1台まで無料で積載可能となっており、
サイクリストにも好評である。　１運航経路200円（1周400円）※令和3年5月現在、コロナの影響により定員は8名（8台）まで



２２

茨城県内唯一の県営自転車競技施設。場内には競輪関連施設のほか、トリックアートやバリエーション豊富なグ
ルメが堪能できる。毎年11月には「サイクルアートフェスティバル」が催され、競輪選手との触れ合いや、フリー
マーケット、物産展、自転車無料安全点検、豪華景品がもらえる模擬レース等、家族で1日楽しむことができる。



２３

取手緑地運動公園で毎年春に開催される、茨城県自転車競技連盟・サイクルロードレース協会主催の自転車競
技大会。未就学児から上級者まで幅広い年代で参加ができる。クリテリウムとは、自転車競技・サイクルロード
レースの一つで短距離で舗装された道路などを周回する競技。



２４

小貝川リバーサイドパークで毎年秋に開催される、茨城シクロクロスつくば事務局主催の自転車競技大会。ナ
ショナルランキング対象レースとして、全国・海外からも参加する選手がいる。シクロクロスとは、オフロードで行
われる競技。地元の飲食店等も数多く出店し、賑わいをみせている。



２５

取手市自転車活用推進会議設置要綱 
（会長及び副会長） 
第５条　推進会議に会長及び副会長を置く。 
２　会長は委員の互選によりこれを定め，副会長は委員のうちから会長が指名する。 
３　会長は，推進会議を代表し，推進会議の会務を総理する。 
４　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その
職務を代理する。 
 



２６

取手市自転車活用推進会議設置要綱第６条第６項及び「取手市審議会等の会議の公
開・会議録の作成に関するガイドライン（令和３年４月１日施行）」に基づき、原則として
公開する。また、会議録の作成等については、下記のとおりの取扱いとする。 

〔会議録の作成方法について〕 
　（１）会議録は、原則として要点筆記による作成とする。 
　（２）要点筆記であっても次の事項（※別紙資料参照）については必ず記載する。 
　（３）会議録における発言者の特定については、発言者が特定されることによって
　　　　活発な議論の妨げとならないよう、発言者名は「会長」及び「委員」と表記する。 
　（４）会議を行った時は、速やかに事務局である産業振興課で会議録を作成し、
　　　　会議録を確定する。 
　（５）会議録の確定に当たっては、会長及び副会長が会議録を確認する。 



２７

《取手市の自転車活用推進に係る基本方針（案）》
　 誰もが安全・快適に自転車を活用することができる地域社会の実現

《取手市の自転車活用推進に係る施策目標（案）》
　１．自転車事故のない安全で安心な社会の実現　【安全安心】
　２．サイクルツーリズムの推進による地域の活性化　【観光振興】
　３．自転車を活用した市民の健康増進　【健康増進】
　４．自転車交通の役割拡大に向けた自転車通行空間の整備　【環境整備】

　茨城県の基本方針及び施策目標に準じて設定することとする。



２８

１）郵送によるアンケート調査の実施 
　ア）調査対象　１５歳以上８０歳未満の市民（基準日：令和３年４月２日） 
　イ）調査内容　基礎情報、利用状況、安全対策、交通ルール、施策の必要性 
　　　危険箇所、施設利用状況、イベント、自由記述等 
　ウ）調査方法　住民基本台帳から無作為抽出２，０００人に郵送配布 
　エ）調査期間　令和３年６月中旬～７月中旬予定 
 

２）市内高校生アンケート調査の実施 
　ア）調査対象　市内公立高校（取手第一高校、藤代高校を予定） 
　イ）調査内容　基礎情報、利用状況、安全対策、交通ルール、施策の必要性 
　　　危険箇所、施設利用状況、イベント、自由記述等 
　ウ）調査方法　アンケート用紙直接配布・回収 
　エ）調査期間　令和３年６月中旬～７月中旬予定 



２９

【疋田　智　先生プロフィール】 
1966年宮崎県生まれ。 
東京大学文学部美学藝術学科卒。同大大学院工学系研究科都市工学科
修了。 
自宅から会社までの通勤に自転車を使う“自転車ツーキニスト”の草分け
として、自転車の乗り方、楽しみ方、ひいては自転車行政の形、理想的な都
市交通のあり方などを論ずる。 
TBSラジオ「ミラクル・サイクル・ライフ」パーソナリティ、NPO法人自転車
活用推進研究会理事、東京都市大学（環境情報学）非常勤講師、学習院
大学生涯学習センター非常勤講師、東京サイクルデザイン専門学校非常
勤講師。 
自転車関連の著作に「電動アシスト自転車を使いつくす本」（東京書籍）
「新自転車“道交法”BOOK」（枻出版社）「ものぐさ自転車の悦楽」（マ
ガジンハウス）「自転車の安全鉄則」（朝日新書）「自転車ツーキニスト」
（光文社知恵の森文庫）「自転車生活の愉しみ」（朝日文庫）など。 

※出典　TBSラジオHP　https://www.tbsradio.jp/cycle-r/


